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設計プロセスの条件設定及び計算式の設定に関する補足 

【公開版】 

１． 文章中の下線部は，R2から R3 への変更箇所を示す。 

２． R3 の主な修正内容として，修正は，主に添付―１の設計プロセ

スの内容ごとに，妥当性を確認する際の確認方法を添付書類

「Ⅳ－１－２－２－１ 機器の耐震計算書作成の基本方針」に

対して示したものである。

３． また，11 月 29 日提示資料において，電気的機能維持評価の確認

済加速度について補足説明していたが，本説明内容は「耐震機

電 24 電気的機能維持評価手法の適用について」で示すことに

適正化を行い，本資料での記載から除いたものである。 
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1. 概要 

本資料は，再処理施設及びMOX燃料加工施設(以下「当社施設」という。)

に対する第１回設工認申請のうち，以下の基本方針に示す，耐震設計プロセ

スにおける各条件の設定及び各入力の根拠等，具体的に実施する確認内容を

補足するものである。 

・再処理施設  添付書類「Ⅳ－１－２－２－１ 機器の耐震計算に関する

基本方針」 

・再処理施設 添付書類「Ⅳ－１－３－２－２ 有限要素モデル等を用い

て評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方

針」 

 

本資料で示す内容については，再処理施設及びMOX燃料加工施設に対して

適用するものとし，廃棄物管理施設については別途整理するものとする。 

また，本資料は第１回申請範囲を対象とした説明内容を示しており，後次

回申請範囲の機器については当該申請時において記載を拡充する。 

  

2. 耐震設計プロセスにおける各条件の設定及び各入力の根拠について 

耐震設計プロセスにおける実施項目について各条件の設定及び各入力根拠

の確認方法について，添付書類「Ⅳ－１－２－２－１ 機器の耐震計算に関

する基本方針」の耐震設計プロセスの項目ごとに当社が確認する内容を整理

した。この結果を添付－１に示す。 

 

なお，各設備の耐震評価においては，添付書類「Ⅳ－１－２－２－１ 機

器の耐震計算に関する基本方針」に基づき各条件及び各入力を設定している

が，この基本方針によらず，妥当性を確認した上で例外的に評価条件を設定

している設備がある。第1回申請において，これら例外的に設定したものを

以下の表に示すとともに，その適用性についても添付－１にて補足説明す

る。 

 

 

申請回次 対象設備 設定項目 内容 

第1回 安全冷却水

B冷却塔 

減衰定数 設計上の保守性を持たせるため，

添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能

維持の基本方針」に記載する減衰

定数（ボルト及びリベット構造物

／水平項方向，鉛直方向ともに

2.0%）よりも保守的となる減衰定

数を適用 

 

 
以上 
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添付－１ 

 

Ⅳ－１－２－２－１ 機器の耐震計算に関する基本方針の耐震設

計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明
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有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明 

添付－１（1/16） 

 

 
Ⅳ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針 耐震設計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明 
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有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明 

添付－１（2/16） 

 

 
Ⅳ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針 耐震設計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明 
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有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明 

添付－１（3/16） 

 

 
Ⅳ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針 耐震設計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明 
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有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明 

添付－１（4/16） 

 

 
Ⅳ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針 耐震設計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明 

 

耐震設計プロセスごとの詳細に対し，設定した条件等に対する入力根拠の妥当性の確認方法

について以下に示す。なお，参考として，耐震設計プロセスのうち，設備に応じて適用する設定
内容を選択する項目については，第 1回申請設備における具体的な選択内容を示す。 
 

 
解析モデルの設定 

解析モデルは，機器の構造により質点系モデル又は有限要素モデルのいずれかを選定してい

る。 
○単純な構造の機器で質点系モデルを選定した機器については，以下の確認を行う。 

・質点系モデルを選定した機器のうち JEAG4601 に示されている容器やポンプ等の機器に

ついては，構造図等から JEAG4601に示される形状であることを確認する。 
質点系モデルを選定した機器のうち，JEAG4601に記載のない構造の機器については，構
造図等から，単純形状で重心位置に質量を集中できる構造であることを確認する。 

【参考 第 1回申請設備の冷却塔の設定内容】 
冷却塔に搭載する機器の解析モデルは，JEAG4601 に示されるポンプに類する構造で

あることから，質点系モデルとしていることを確認した。 

質点の位置については，重心位置と固定点を踏まえ適切に設定していることを確認し
た。 

 

○複雑な構造の機器で有限要素モデルを選定した機器については，以下の確認を行う。 
・はりモデルを選定した機器については，構造図等から柱やはり等の柱状の部材をはり要

素としてモデル化されていることを確認する。 

・さらに複雑な構造でシェルモデルまたはソリッドモデルを選定した機器については，構
造図等から，胴板等の板状の部材をシェル又はソリッド要素としてモデル化されている
ことを確認する。 

・また，これらのモデルについては，設計図書にて拘束点や断面特性の不連続部等を考慮
し，適切に質点，節点及び要素数を設定していることによって振動モードが表現できて
いることを確認する。 

【参考 第 1回申請設備の冷却塔の設定内容】 
本体は，主に柱，はり,管等の柱状の部材により構成する構造であるため，有限要素

モデルのうちはりモデルとして選定し，構造図等から部材をはり要素でモデル化されて

いることを確認した。なお，解析モデルの設定条件については以下に示すとおり確認し
ている。 

 

解析モデルの設定条件 
○寸法については，以下の確認を行う。 

・質点系モデルの寸法については，構造図等との照合により適切に寸法を設定しているこ

とを確認する。また，設定した寸法から，重心位置及び断面特性を算定していることを
確認する。なお，寸法のうち板厚については，腐食を考慮している部材において腐食後
の板厚により断面特性を設定していることを構造図及び添付書類「Ⅴ－２ 強度評価

書」に基づいて確認する。 
・有限要素モデルの寸法については，構造図等との照合により適切に寸法を設定している

ことを確認する。また，設定した寸法から部材の接合部や付加荷重が加わる箇所の節点

等の不連続部における断面特性を算定していることを確認する。なお，寸法のうち板厚
については，腐食を考慮している部材において腐食後の板厚により断面特性を設定して
いることを構造図及び添付書類「Ⅴ－２ 強度評価書」に基づいて確認する。 
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有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明 

添付－１（5/16） 

 

 
Ⅳ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針 耐震設計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明 

 

 

 

○拘束条件については，以下の確認を行う。 

・拘束条件については，機器への支持構造物の取付位置，ボルトの取付方法を仕様表，構  
造図等との照合により，拘束点ごとに拘束条件が適切に設定されていることを確認す
る。 

・それぞれの拘束点において，固定式設備で拘束点を固定としているものは，仕様表，構
造図等との照合により，変形方向に対して溶接や複数のボルトで固定している等，せん
断力及びモーメントを拘束することができることを確認する。ただし，トラス構造の設

備については，仕様表，構造図等との照合により固定とできる条件であったとしても，
並進３方向拘束としていることを確認する。移動式設備については，仕様表，構造図等
との照合により，実証試験等で確認された適用条件を踏まえ，走行車輪を有し，車輪に

制動がある部位についてすべりを考慮していることを確認する。 
   
【参考 第 1回申請設備の冷却塔の設定内容】 

本体は，基礎にボルトで固定されているが，トラス構造であり，固定部の拘束条件は複
数の柱で構成される構造であることから，並進 3方向拘束として設定していることを確認
した。 

冷却塔に搭載する機器は，本体にボルトで固定される固定式の設備であり，固定部の拘
束条件は，変形方向に対して複数のボルトで固定されていることから，せん断力及びモー
メントを拘束することができることを確認した。 

 

○温度については，以下の確認を行う。 
・温度については，仕様表との照合により，流体を内包する評価部位は仕様表の最高使用

温度を設定していることを確認する。 

・温度条件のうち流体を内包しない評価部位又は支持部を介して取り付く部位について
は，構造図等との照合により，環境温度条件を適用できることを確認する。環境温度に
ついては基本方針により設定していることを確認する。 

・材料特性及び許容限界は温度に応じて設定していることを確認する。 
【参考 第 1回申請設備の冷却塔の設定内容】 

冷却塔の本体及び搭載機器のうちファン駆動部等の取付ボルトは，流体を内包しない部

位又は支持部を介して取り付いていることから，環境温度条件を適用していることを確認
した。 

冷却塔に搭載する伝熱管は，流体を内包する本体として最高使用温度を適用している事

を確認した。 
 
○圧力については，以下の確認を行う。 

・圧力については，仕様表との照合により，機器ごとの最高使用圧力が適切に適用されて
いることを確認する。 

 

○比重については，以下の確認を行う。 
・比重（または密度）については，構造図等との照合により，想定される内包流体の比重

の最大値が適切に適用されていることを確認する。 

 
○断面特性については，以下の確認を行う。 

・断面特性については，「2.2.1寸法」で妥当性を確認した寸法より，断面積，断面２次モ

ーメント，断面係数，有効せん断断面積を機械工学便覧等の材料力学の式に基づいて算
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有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明 

添付－１（6/16） 

 

 
Ⅳ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針 耐震設計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明 

 

 

 

定していることを確認する。 

・算定した断面特性が実構造の方向を考慮して適切に適用されていることを確認する。 
 
○材料特性については，以下の確認を行う。 

・材料特性については，仕様表との照合により，部材ごとの材料のヤング率の値を適切に
適用されていることを確認する。 

・設定した値は，「2.2.3 温度」に応じた，最高使用温度におけるヤング率の値を適切に適

用されていることを確認する。 
・材料特性のうち，ポアソン比については，一般的な鋼構造材として，鋼構造設計規準又

はその他規格に設定されている値が適用されていることを確認する。 

 
○質量については，以下の確認を行う。 

・質量については，構造図等との照合により，機器ごとの値を適切に適用されていること

を確認する。 
・質量のうち自重については，内包流体が想定される最大位置まで内包している状態の自

重を適用していることを確認する。また，腐食を考慮している部材については，腐食前

の自重が適用されていることを確認する。 
 
○固有周期の算出については，以下の確認を行う。 

・質点系モデルの固有周期算出に当たっては，構造に応じた計算式に設備ごとの各設定条
件を適切に入力して算出した値であることを確認する。 

・有限要素モデルの固有周期算出に当たっては，設備ごとの各入力条件を解析プログラム

に入力して算出した値であることを確認する。 
・また，JEAG4601において剛構造として固有周期の算出を省略している設備は，構造図等

により JEAG4601に示す構造と同等であることを確認する。 
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有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明 

添付－１（7/16） 

 

 
Ⅳ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針 耐震設計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明 

 

 

 

 

○設計用地震力の設定については，以下の確認を行う。 
・設計用地震力について，添付書類「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の基本方針」に

基づいて算定した，機器の耐震重要度に応じた地震力を用いていることを確認する。 

・地震力を用いるに当たり，構造図等により評価対象機器の据付位置に該当する地震力を
用いていることを確認する。 

・構造図等により確認した据付位置が，建屋モデルの質点間の床面又は壁支持の機器につ

いては，設置位置の上下階の大きい加速度が適用されていることを確認する。 
・機器の据付位置が建屋上下階を貫通又は異なる建物・構築物を渡る場合，複数の据付位

置の地震力を包絡した据付位置地震力を包絡又は安全側となる地震力を用いているこ

とを確認する。 
・建屋モデルの質点間に存在する中間階の床に設置される機器は，上下階の地震力のうち

安全側となる地震力が適用されていることを確認する。 

・支持架構で構成する機器に搭載する設備は，搭載する支持架構の剛性を考慮した応答解
析によって得られた床応答スペクトルが適用されていることを確認する。 

・固有周期が剛である機器の構造強度評価では，据付床面の最大床応答加速度を 1.2倍し

た加速度が適用されていることを確認する。 
・構造図等より，衝突やすべり等の非線形現象が生じる機器については，衝突やすべり等 

の非線形現象を模擬するために，時刻歴応答波が適用されていることを確認する。時刻

歴応答波の入力に当たっては，機器の据付位置及び支持位置を考慮している事を確認す
る。 

・適用する床応答スペクトル又は時刻歴応答波は，材料物性のばらつき等を適切に考慮す

るため，添付書類「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」の「2.1基本方針」
のとおり，周期方向に±10%の拡幅を行った床応答スペクトル又は床応答スペクトルの
±10%の拡幅に相当するように時間軸を調整した時刻歴応答波が適用されていることを

確認する。 
   

【参考 第 1回申請設備の冷却塔の設定内容】 

冷却塔の支持架構本体は，添付書類「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の基本方針」
に基づいて算定した地震力を機器の耐震重要度に応じて用いていることを確認した。 
支持架構に搭載する設備は，搭載する支持架構の剛性を考慮した応答解析によって得

られた床応答スペクトルから，据付床面の最大床応答加速度を 1.2 倍した加速度が適
用されていることを確認した。 

 

○減衰定数については，以下の確認を行う。 
・減衰定数については，構造図等との照合により，設備の構造に応じた規格基準や試験等
で妥当性が確認された値が適用されていることを確認する。 

【参考 第 1回申請設備の冷却塔の設定内容】 
冷却塔の本体の減衰定数について，ボルト及びリベット構造であるが，設計に保守性

を持たせた設計として，ボルト及びリベット構造の 2％ではなく， ％を設定している

ことを確認した。 
冷却塔に搭載する機器の減衰定数は，原動機等は溶接構造の ％，伝熱管は配管系の

0.5％を保守的に設定していることを確認した。 
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有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算に対する説明 
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○荷重の組み合わせについては，以下の確認を行う。 

・荷重の組合せについて，地震応答解析により算出した荷重を，添付書類「Ⅳ－１－１－
８ 機能維持の基本方針」の第 3.1-1表に示す組み合わせ方法を適切に適用しているこ
とを確認する。 

 
 

 

・機械的荷重のうち，回転機器等の駆動部を持つ設備については，構造図等との照合によ
り，回転機器の出力に応じた振動・モーメントによる荷重が適切に適用されていること
を確認する。 

 
 
 

 
 
 

 
・積雪荷重，風荷重については，構造図等との照合により，屋外に設置される機器につい
ては，積雪荷重及び風荷重を適切に組み合わせていることを確認する。組合せに当たり

積雪荷重は設置位置及び設備形状に応じて添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本
方針」の第 3.1-3 表に示すとおり，積雪 190cm とし，係数 0.35 を適用し，風荷重は添
付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の第 3.1-3 表に示すとおり風速 34m/s

及び建屋形状を考慮して算出した風力係数を適用していることを確認する。また，これ
らの荷重が受圧面積に応じて適用されていることを確認する。 

  【参考 第 1回申請設備の冷却塔の設定内容】 

冷却塔本体及び冷却塔に搭載する機器は，屋外に配置される設備であるため，積雪荷
重及び風荷重については添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の第 3.1-3
表に示す積雪 190cm，係数 0.35，風速 34m/s及び建屋形状を考慮して算出した風力係数

を適用していることを確認した。また，荷重は，構造図等との照合により，受圧面積に
応じて適用されていることを確認した。 
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○許容限界の設定については，以下の確認を行う。 

・構造強度評価における許容限界については，構造図との照合により，添付書類「Ⅳ－１

－１－８ 機能維持の基本方針」の第 3.1-1表に基づき，機器の部位ごとの許容限界を
適切に設定していることを確認する。 

・許容限界の設定に用いる温度については，「2.2.3 温度」に従い，最高使用温度における

許容限界が適切に適用されていることを確認する。 
 
 

・機能維持評価における許容限界については，仕様表との照合により，添付書類「Ⅳ－１
－１－８ 機能維持の基本方針」の第 4-1表に基づき，機器の種別及び機種に応じて，
加振試験等の既往の研究によって機能維持を確認した機能確認済加速度が適切に適用

されていることを確認する。 
 
 

・加振試験等の既往の研究による機能確認済加速度がない場合又は，機器の設置位置に生
じる加速度が機能確認済み加速度を上回る場合は，詳細評価により機能維持を確認す
る。その場合は，異常要因分析に基づき設定した機能維持に必要な部位について，評価

を実施していることを確認する。 
 

・また，電気的機能維持評価，閉じ込め機能維持評価における許容限界は，機器に応じた

加振試験等により得られた機能確認済加速度が許容限界として適用されていることを
確認する。 
【参考 第 1回申請設備の冷却塔の設定内容】 

冷却塔の本体に搭載される機器のうち，ファンについては，加振試験等の既往の研究
による動的機能確認済加速度がないことから，基本方針の機能確認済加速度との比較で
はなく，異常要因分析に基づき機能維持に必要な部位に対する許容限界を確認した。 

原動機については，機器の設置位置に生じる加速度が動的機能確認済加速度を上回っ
ていることから，JEAG4601の詳細検討に基づく部位に対する許容限界を確認した。 
火災防護設備の電気的機能確認済加速度は，加振試験等に基づく値を用いていること

を確認した。 
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・計算式の設定に当たり，計算式の設定方法は以下に示す 4 通りであり，文献等を参考に設
定する②と④の計算式については，適用性及び妥当性を確認した上で適用する。 

この具体例について，第 1 回申請における添付書類「Ⅳ－１－３－２－２ 有限要素モデ
ル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針」に用いた計算式について説明
する。 

 
①JEAG4601の計算式をそのまま設定する計算式 
②JEAG4601の計算式を参考に設定する計算式 

③機械工学便覧に示されている材料力学の計算式をそのまま設定する計算式 
④機械工学便覧以外の材料力学の式を基に設定する計算式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発生応力については，設備ごとの一貫性のある入力条件が，妥当性を確認した計算式又は

解析コードに入力し算出された結果であることを確認を行い，算出された値が許容限界を
満足することを確認する。 
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一例とする計算式は 3.1.2 各部位の計算式のうち②及び④に該当する式の設定に対 

する考え方にて示す。 
 

・設定する各計算式については，JEAG4601，機械工学便覧及び鋼構

造設計規準等に示されている計算式を基に設定しており，各計算

式に対する根拠について「Ⅳ－１－３－４ 有限要素モデル等を

用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針」の抜粋を例

による説明を行う。 

 

【「Ⅳ－１－３－４ 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の

耐震計算書作成の基本方針」抜粋】 
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原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601 抜粋 

Ⅳ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針 耐震設計プロセスに対する根拠等の確認に関する補足説明 

 【②JEAG4601の計算式を参考に設定する計算式】 

 

JEAGの式において使用している各応力は，運転時重量による圧縮応力σｓ１，長手方向地震

による曲げ，圧縮応力σｓ２及びせん断応力τｓ２である。 

圧縮応力及び曲げ応力を合計した(σｓ１＋σｓ２)は軸方向応力の合計である（σｔ＋σｂ）と

同じであり，τｓ２はτと同じであることから，圧縮応力と引張応力で考慮する応力は異なるも

のの，組合せ応力に対する計算方法は同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )2 2
ｔ bσ σ＋σ ＋3τ=
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 【④機械工学便覧以外の材料力学の式を基に設定する計算式】 

 

左記の計算式は，材料力学の式を基に回転機器の回転数及び出力より生じるモーメントを算

出しているものである。 

計算式に用いる技術的根拠として，ファン駆動部の回転により作用するモーメント Mpは，

回転機器の出力 Pmと回転数 Nによりねじりモーメントとして求められる。 

出力 Pm(kW)は回転数 N(rpm)を 1秒当たりの回転数として 60で除した 1秒あたりの回転数

に，円周 2πrを乗じた円周と力Ｆを乗じたものである。 

力Ｆは，ねじりモーメント Mpを回転半径 rで除して求まることから，これらの関係より回

転により作用するモーメントを算出している。。 

 

Mp：ファン駆動部の回転により作用するモーメント 

MP＝（ 
60

2πN ）×106Pm 

ここで， N ：回転機器の回転数 

Pm ：回転機器の出力 
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○耐震性に関する影響評価については，以下の確認を行う。 
 ・耐震性に関する影響評価結果においては，該当する設備の耐震評価の結果を踏まえて

左記の，5.1，5.2，5.3のうち該当する影響評価方針に基づき，4.までの設計プロセス

の確認方法と同様に影響評価を行っていることを確認する。 
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○耐震計算書の記載に係る共通的な留意事項については，以下の確認を行う。 

  ・耐震評価に用いる計算精度は耐震性の結果に影響を及ぼさない桁数を確保していること 
を確認する。 

・耐震計算書において数値を示す際の数値の丸め方は，原則として第 6.1-1表に基づき， 

健全性の確認に影響を与える場合は切上げ，切捨てによる処理をした上で表示している 
ことを確認する。 
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